
 

                              

 

令和７年６月６日 

 

 

 
「キャッシュレス推進デー」の実施について 

 

 

鶴岡信用金庫は、山形県内における税公金のキャッシュレス納付の一層の普及に向け、

下記のとおり「キャッシュレス推進デー」を実施いたします。 

本取組は、デジタル化の進展によりキャッシュレス決済手段の多様性が進む中、「山形県

キャッシュレス納付推進協議会」を中心として推進している取組となります。 

 

記 
 

１．「キャッシュレス推進デー」の実施について 

（１）日 時 令和７年６月１０日（火） 午後１時～午後３時 

（２）場 所 鶴岡信用金庫 本店営業部 

（３）内 容 ①営業店窓口にて、キャッシュレス納付のリーフレットをお渡しします。 

       ②鶴岡税務署の職員がキャッシュレス納付について分かりやすくご説明し

ます。 

 

２．「山形県キャッシュレス納付推進協議会」について 

     納税者の利便性の向上と現金管理に伴う社会全体のコスト削減を図ることを目的と

して、山形県・山形税務署・山形銀行が事務局となって発足した協議体です。当金庫

も本協議体の取組に賛同し、本活動に参加しております。 

以 上 

 

■本件に関するお問い合わせ先・ご照会先 

鶴岡信用金庫 営業統括部（担当：佐藤 歌津子） ＴＥＬ：０２３５－２２―２５８７ 


